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近江八幡市地域防犯活動推進補助金交付要綱 Ｑ＆Ａ 

Ｑ１．地域防犯活動とは何か。 
 

Ａ． この補助制度でいう「地域防犯活動」とは、要綱第２条で定義している「パ

トロール活動」と同義です。 

  以下、要綱第２条。 

  第２条 この要綱において、パトロール活動とは、各自主防犯団体で定めた経路を巡

回し、必要に応じて地域住民等から情報収集、巡回中の啓発活動、警察署等各種関係機関

への通報等を行うものとする。 

 

Ｑ２．自主防犯団体とは何か。 
 

Ａ． この補助制度でいう「自主防犯団体」とは、各地域で設立した防犯団体を

指します。当団体の要件は次のとおりです。 

①満１８歳以上の者が４名以上属していること。 

②規約等、防犯計画、構成員名簿を備えていること。 

③何れかの自治会長から承認を得ていること。 

※１自治会長が承認できる自主防犯団体は１団体限りとしていますので、基

本的には自治会毎に１つの防犯団体が上限となります。 

 

Ｑ３．自治会長の団体承認は毎年行えるのか？ 
 

Ａ． 承認は補助金要綱が存続する５年間(令和８年４月１日～令和１３年３月

３１日)で１回限りです。新規に人を集めて団体を作られる場合は問題ない

かと思いますが、既に地域に複数の防犯団体が設立されている場合は、承認

についてご注意ください。 

 

Ｑ４．自治会の役員を中心に団体を結成する予定である。役員が毎年度変わるこ

とから、年度毎に組織を立ち上げたい。 
 

Ａ． １自治会１承認の原則があることから、年度毎の組織の立ち上げは認めら

れません。団体の構成員については、全員の変更があっても問題ありません

ので、既に承認を受けている団体の構成員変更で対応をお願いいたします。 
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Ｑ５．補助対象について 
 

Ａ． 大きくわけて次の２つが補助対象です。 

①パトロール活動に参加された方の日当相当分 

②パトロール活動及び当該活動に付帯して行う啓発活動に必要な物品並

びに参加者の保険料 

 

Ｑ６．日当相当分の計算方法について 
 

Ａ． １回の活動毎に、参加者数×５００円で計算します。 

  仮に令和８年５月１日から令和９年３月まで、毎月５名で、月に１回パトロ

ール活動を行った場合は以下の通りです。 

  ５名×５００円×１１か月＝２７，５００円 

  なお、日当相当分の上限は２４，０００円ですので、この場合は上限の２４，

０００円で申請いただくことになります。 

 

Ｑ７．物品並びに参加者の保険料の計算方法について 
 

Ａ． 購入された物品(加入した保険)にかかった経費の１/２で計算します。 

  仮に３３，３３３円分の物品を購入し、保険料として１８，５００円を支払

っている場合は以下のとおりです。 

  （３３，３３３円＋１８，５００円）÷２＝２５，９１６．５円 

  なお、１００円未満の額は切り捨てとなりますので、２５，９００円で申請

いただくことになります。また、物品並びに参加者の保険料の上限額は３０，

０００円ですので、経費が当金額を超えた場合は３０，０００円が申請額に

なります。 

 

Ｑ８．補助金の振込先として団体名の通帳を用意する必要があるのか？ 
 

Ａ． 団体名の通帳を用意いただくのがベストではありますが、用意が難しい場

合は、承認をいただいている自治会口座へお振込みさせていただきます。 
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Ｑ９．交付期間の上限について 
 

Ａ． １団体あたり３年度が交付期間の上限です。令和８年度から始められた場

合は令和１０年度まで補助を受けることができます。 

 

Ｑ１０．実績報告時の写真について 
 

Ａ． 毎回のパトロール活動時に、必ず１枚以上の写真を参加者全員で撮影した

ものを提出してください。また、物品を購入された場合は、購入した商品の

写真を撮影し、実績報告時に提出してください。 

 

Ｑ１１．実績報告時には領収書が必ず必要か？ 
 

Ａ． 購入(支払)日時、商品明細、商品金額、購入店舗が分かるものであればレ

シートや保険加入時のメールの印刷等でも問題ありません。 

 


